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令和6年3月8日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

【実施事項】

1 5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底し、労働災害を

防止します。

2 職場巡視(安全パトロール)を実施し、必要な改善を図ります。

3 高年齢労働者に配慮した 作業環境・作業方法不備等の改善に

努めます。

4 定期健康診断を実施し、疾病の予防及び改善に向けた早期対応

を図り健康維持に努めます。

また、心身の健康と快適な職場環境の確保に努めます。


